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答 書

弊社は、令和 3年 12月 21日 から令和 4年 3月 13日 までの除排雪業務において、ご契

約頂きました消費者様に例年通 りの除緋雪作業を実施できなかつた事、深 くお詫び申し

上げます。

弊社のこの件につきましては、すでに遅れが生じ始めた時期より消費者の皆繰には、

遅れる理由とどの様な状況であるかを説明させていただいておりましたが、記録的で災

害級の大雪により市・回道の除雪が追いつかず交源麻ヴ車を起こすほどの大渋滞、生活道

路の両脇には人間の背丈を超えるほどの大きな雪山、道路幅の狭小で車 1台通るのがや

っとの状況。乗用車、配達車、他社様の排雪車、更には弊社のワF雪ダンプも埋まる事態

で身動きが取れず、通常どおりの作業を行うことが極めて困難な状況でありました。

更には、異常な雪の量ため雪捨て場が次々と閉鎖されていき市内の民間JF営業者が限ら

れた捨て場に集中し、そこでも渋滞が発生していたこと。
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気温が高くなれば、暖気のため捨て場は一時開鎖せぎるを得ないことなどもありました。

緊急車両もごみ収集車も入つていけないほどの不可抗力的な状況の中でも出来るH艮 り

の除J卜曽作業を行おうと早出、残業もして言
=り

ましたが、悪条件が幾つも重なり令和 3

年 12月 ～令和 4早 3月 末の除排雷回数 となつた次第でございます。

このような経樺で作業を行っておりましたので、ご理解をいただきたく存じます。

尚、この経繹をお伝えしてもご理解頂けない消費者の方の返金対応についてですが、除

排雪鶏間中の途中梨約解除の申し出、弊社からの梨約解除のお客様も含み、返金を希望

される消費者の方には令和 4年 2月 から4月 末までの期間に対応しておりました。

今現在も、この回答書を読んで頂きましてもご理解を頂けず、返金を求められる方は弊

社へ直接ご連絡をお願いいたします。弊社のホームページからのご連絡も可能です。

ホームページ内のお問い合わせホームからお願いいたします。

以上 とな ります。
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